
指定開発行為「（仮称）津田山マンション計画」に係る
条例環境評価審査書の公告について（お知らせ）

 
標記指定開発行為について，川崎市環境影響評価に関する条例（平成

１１年川崎市条例第４８号）第２５条の規定に基づき条例環境影響評価
審査書を公告いたしましたのでお知らせいたします。
 
１　指定開発行為者
・川崎市中原区上新城二丁目３番７号

大成興業株式会社
代表取締役　渡邊　一夫

・東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番２号
東急不動産株式会社
取締役社長　植木　正威

・東京都中央区日本橋本町二丁目７番１号
伊藤忠都市開発株式会社
取締役社長　船越　洋蔵

２　指定開発行為の名称及び所在地
　（仮称）津田山マンション計画
　川崎市高津区下作延字西谷1,357番１外
３　条例環境影響評価審査書公告年月日
　　平成１４年３月２５日（月）
４　指定開発行為者問合せ先
　　東急不動産株式会社
　　住宅事業本部　第３事業部
　　電話　０４５－３２３－５７００

（環境局環境評価室　担当）
電話２００－２１５６

 



（仮称）津田山マンション計画に係る条例環境影響評価審査書（概要）
平成１４年３月　川崎市

はじめに
　「（仮称）津田山マンション計画」（以下「指定開発行為」という。）
は，大成興業株式会社，東急不動産株式会社及び伊藤忠都市開発株式
会社（以下｢指定開発行為者｣という。）が高津区下作延字西谷一1,357番
１外に地上５階建ての共同住宅（１４０戸，計画人口４３２人）の建設
を行うものである。
　指定開発行為者は，川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎

市条例第48号。以下「条例」という。）に基づき，指定開発行為が環境

に及ぼす影響を調査し，その予測・評価を行い，平成13年11月2７日に
川崎市長あて当該指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準備書（以
下「準備書」という。）を提出した。
　川崎市は，この提出を受け，前述の準備書の公告・縦覧を行なったと
ころ，意見書１件の提出があった。指定開発行為者からこの意見に対す
る条例見解書の提出があり，これを縦覧した。

そこで，準備書，意見書及び条例見解書を基に検討し，条例第24条に
基づき本審査書を作成した。
 
１　事業の概要

（１）指定開発行為者
　　　・川崎市中原区上新城二丁目３番７号
　　　　大成興業株式会社
　　　　代表取締役　　　渡　邊　一　夫

・  東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番２号
東急不動産株式会社
代表取締役社長　植　木　正　威
・  東京都中央区日本橋二丁目７番１号
伊藤忠都市開発株式会社
取締役社長　　　船　橋　洋　蔵

（２）指定開発行為の名称及び種類
・名称：（仮称）津田山マンション計画
・種類：住宅団地の新設（第３種行為）

　　　　　　　　　　　（条例施行規則（平成１２年川崎市規則第１０６号）
　　　　　　　第３条で規定する別表第１の４に該当）

（３）指定開発行為を実施する区域
・位置：川崎市高津区下作延字西谷一1,357番１外
・区域面積：６，２３４．２９㎡
・用途地域：第１種中高層住居専用地域

:（４）計画の概要
ア　目　的

・共同住宅の建設
イ　施設計画及び建築計画概要

・  用途　共同住宅
　　　　　　　（計画戸数　１４０戸，計画人口　４３２人）

・構造　　　　　　ＲＣ造
　　　・住宅構成　　　　５階建て　　１棟

・敷地面積　　　　５，６０９．０５㎡
・建築面積　　　　２，７９８．０６㎡
・延べ床面積　　１２，９０７．８２㎡
・建ぺい率　　　　　　　４９．８９％
・容積率　　　　　　　１９９．９８％

ウ　土地利用計画
・住棟　　　　　　３，２２３．１８㎡（５１．７０％）
・駐車場　　　　　　　３６２．３６㎡（　５．８１％）
・車路　　　　　　　　２４４．８１㎡（　３．９３％）
・通路・アプローチ等　４７４．５７㎡（　７．６１％）
・緑地　　　　　　１，３０４．１３㎡（２０．９２％）

・  公園　　　　　　　　３７４．１０㎡（　６．００％）
・  道路　　　　　　　　２２２．９７㎡（　３．５８％）
・  水路　　　　　　　　　２８．１７㎡（　０．４５％）

 



２　審査結果及び内容
　　本事業にあたっては，次の各項に掲げる審査の内容について
遵守すること。

 
（１）全般的事項

　本計画は，高津区下作延地内に地上５階建ての共同住宅を建設
　するものである。

　事業実施にあたっては，準備書に記載した環境保全のための措
　置等を確実に実施するとともに，計画地の近隣において「（仮称）
　川崎子ども夢パーク」及び「（仮称）チャーミングコート溝の口
　（高齢者用住宅）」の建設事業が本事業と時期を同じくして進め
　られることから，それぞれの工事車両による輻輳に配慮し，各工
　事責任者，町内会，関係住民及び小学校関係者と十分協議・調整
　を図り，工事中の交通安全の確保と交通停滞の回避及び地域環境
　の保全等に努めること。
　　なお，協議結果については，適宜市に報告すること。

 
（２）個別事項

ア　地形・地質（土砂流出）               
　　造成工事中における土砂流出量は42.78ｍ３と予測している。

　　このことから仮設沈砂池を設置し，計画地外への土砂流出を防止
　　することにより，計画地周辺に与える影響は少ないとしているが，
　　仮設沈砂池の機能を保持するため，堆積した土砂の浚渫を行うな
　　ど適正な維持管理に努めること。
 

イ　植物（植物相・特筆すべき個体）
計画地の樹木については，景観木の一部を現況保存，生育良好

　　な樹木を移植保存するものの，他の樹木については伐採する。
また，供用時の緑化に向けて，表土の保全・復元，施肥等を実

　　施し良好な植栽基盤を確保するほか，活力度の高い樹種を植栽し，
　　適正な維持・管理を行うとしている。

以上のことから，良好な緑化が図られると考えるが，景観木等
　　の保存樹木については，建設機械による根の損傷防止，移植時期，
　　移植場所の選定に十分配慮するなど，樹木の健全な育成に努めるこ
　　と。

 
ウ　動物（動物相・特筆すべき個体）

計画地に生息する動物類は，本計画の実施に伴い生息域が改変
　　され種類，個体数ともに減少するが，動物の離散・減少を極力少
　　なくするため，アオダイショウ，ヒバカリの爬虫類については，
　　計画地周辺の公共の緑地等に管理者と協議のうえ移植する。

また，ムラサキシジミの蝶類の保全については，食餌木である
　　常緑性ブナ科の植物を計画地内に植栽するとしている。

本計画により，動物の種類・個体数とも減少することは否めな
　　いが，回復に努めるうえで，移植にあたっては，移植先の環境，捕獲・
　　運搬方法について検討すること。

また，蝶類の食餌木の植栽にあたっては，その生育環境に適し
　　た場所に植栽するなど十分な配慮を行うこと。
 

エ　緑（緑の質及び量等）
　　　緑化計画については，計画地の環境条件に適合した樹種を選定し

　　「川崎市緑化指針」に基づき植栽する。
　　また，植栽土壌については，表土を一時仮置きし，植栽に使用

　　するほか，必要に応じ施肥など植栽基盤整備の対策を講じるとし
　　ている。

　　緑被については，供用時における緑被率は27.９％であり，地区別

　　環境保全水準に基づく緑被率（27.8％）は満足するとしている。
　　以上のことから，良好な緑化が図られると考えるが，樹木等の適正

　　な管理・育成に努め，さらなる緑化に努めること。
 



　　オ　騒音及び振動
建設機械の稼動に伴う騒音については，地区別環境保全水準

　　（85デシベル）を下回る。
工事用車両の走行に伴う騒音については，現況道路において環

　　境基準を上回っているところがみられることから，過度の車両の集中が
　　発生しないよう配車計画に十分留意するとともに，低速走行の厳守や過
　　剰な積載をしないこと等について運転者への指導の徹底を図ること。

一方，建設作業に伴う振動については，計画地周辺の生活環境
　　　に著しい影響を及ぼすことはないとしているが，一部住宅が近接してい
　　ることから，低振動工法の検討・採用，作業時間の厳守等に努めるとと
　　もに，工事工程，作業時間等について周辺住民への周知を図ること。

 
カ　廃棄物（一般廃棄物，産業廃棄物，建設発生土）
　一般廃棄物，産業廃棄物については，「川崎市廃棄物の処理及び

　　　再生利用等に関する条例」，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
　　　法律」等の関係法令に基づき，処理・処分を行うが，処理業者については
　　　廃棄物処理の許可業者の中から選定を行うとしている。

　処理・処分にあたっては，極力廃棄物の再利用，再資源化に努め
るとともに，処分先等については事前に市に報告すること。
　建設発生土については，有効な再利用や適正な処理を行うとして
いるが，可能な限り再利用に努め，また，工事用車両の走行にあたっては，
適宜洗車を行うなど，同路の汚損防止に配慮すること。
　　
キ　景観
　景観への影響については，準備書に記載されている内容を確実に
実施すること。

 
　　　　　ク　日照阻害

　本計画では，「建築基準法」，「川崎市建築基準条例」に定める日影
規制に適合するとしているが，事業実施にあたっては，新たに影響を受
ける関係住民には，その影響の程度について十分説明し，理解を得るよ
う努めること。
　
ケ　電波障害
　計画地周辺のテレビ受信環境は，既にケーブルテレビが敷設されてい
ることから，影響を受ける建物は２棟と予測し，テレビ受信障害が発生
した場合には，関係者と十分協議をし，必要な対策を講じるとしている。
　上記措置を講じるにあたっては，建設時を含め障害が発生した時の連
絡・通報体制については連絡窓口を明らかにするなど，関係住民への周
知を図ること。

 
　　コ　コミュニティ施設

　コミュニティ施設への影響については，準備書に記載のとおり，本計
画が周辺に影響を及ぼすことはないと考える。

 
　　サ　地域交通（交通混雑及び交通安全）

　交通流への影響については，現状の交通流が少ないため，工事用車両
の負荷が加わっても影響は少ないとしているが，工事用車両ルートには
一部小・中学校の通学路が横断・並行していることから，歩行者に対す
る安全確保に努めるとしている。

　　　以上のことから，小・中学生の通学や一般通行者に対する安全確保の
　　　ため，学校関係者や周辺住民に対し安全対策について周知を図るととも
　　　に，工事出入口等への交通整理員の配置，工事用車両が集中しないよう
　　　十分留意すること。
 
（３）環境配慮項目に関する事項

　準備書に記載の地球温暖化防止への取組み，廃棄物の再資源化，省エネ
ルギー対策等について，できる限りの環境配慮の実施が望まれる。

 
（４）その他

　特筆すべき個体として挙げられているアオダイショウ，ヒバカリ，ムラ
サキシジミについては，それらの保全経過等について市に報告すること。



 
３　川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続き経過
 

平成１３年１１月２７日　　指定開発行為実施届出受理
　　　　　　　　１２月　４日　　条例環境影響評価準備書縦覧公告
　　　　　　　　１２月　４日　　縦覧開始

　　　　　・縦覧者合計　１０名
平成１４年　１月１７日　　縦覧終了

　　　　　　　　　１月１７日　　意見書の提出締切り
・意見書提出　　１件

　　　　　　　　　１月２４日　　条例見解書受理
　　　　　　　　　１月３０日　　条例見解書縦覧公告
　　　　　　　　　１月３０日　　縦覧開始
　　　　　　　　　２月２８日　　縦覧終了
　　　　　　　　　３月２５日　　条例環境影響評価審査書公告


